
北九州でのＰＲキャラバンの様子

売り場に並んだ弘前産りんご
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李代理市長を中央に

三村知事（左）、葛西市長（右）

『パワーアップる！弘前産りんごＰＲキャラバン』

台南市果物交流事業 りんご
＆マンゴー

　弘前りんごの会（会長・葛西憲之市長）では、昨年１０月から東京・大阪・福岡など全国

１２エリアにおいて「パワーアップる！弘前産りんごＰＲキャラバン２０１７」を実施し、

弘前産りんごを強力にＰＲしました。

　今回で７回目を迎える同キャラバンでは、市場や量販店でのＰＲメッセージ発信のほか、

各エリアのテレビやラジオを積極的に活用した弘前産りんごと弘前市の魅力を伝える「メデ

ィアキャラバン」の展開や、市場開放イベントなどの集客力の高い地元イベントと連携した

ＰＲや各量販店でのりんご生産者動画の放映、そして、りんごファンの年齢層拡大のため、

幼稚園児や小学生をターゲットにしたりんご食育授業の展開強化、親子りんご教室の実施な

ど、様々な取り組みを行いました。

　また、１週間にわたる「弘前アップルウィー

ク」を同時に開催し、イベント会場に弘前産り

んごに特化した売場を設け、旬のりんごの販売

促進を図りました。１２エリア各会場とも、多

くの人で賑わうなか、毎年楽しみにして来てい

る方もおり、２９年産りんごの食味の良さを消

費者に直接訴えかけるとともに、多くの消費者

へ弘前産りんごを届けることができ、「りんごの

まち弘前」の知名度アップとリピーターの確保

による消費拡大に努めました。

◆台南市との覚書締結

　昨年１２月４日、台湾の｢台
たい な ん し

南市｣との更なる友好交流の発

展をめざし、藤田記念庭園において「弘前市・台南市・青森

県による友好交流に関する覚書」を締結しました。

　締結にあたり台南市李
り

孟
もうげん

諺代理市長、青森県三村知事、弘

前市葛西市長が出席し、署名を交わしました。

　李代理市長は「青森県や弘前市の名産品であるりんごと、

台南市の名産品であるマンゴーが一つになったもの」と紹介

し、「今後は観光やスポーツ、文化など多方面での交流を図り

たい」と意欲を示しました｡

　葛西市長も「特産物販売は

もちろん、スポーツ交流や学

生の交流など一層充実させて

いきたい」と述べ、三村知事

は「より多くの県民が台南市

を訪れるよう、県も参加して

いきたい」と交流発展を願い

ました。

◆販売促進キャンペーン

　市は、青森県三村知事の

仲介を契機に、平成２３年

度から台湾の台南市と、り

んごとアップルマンゴー

による果物交流をはじめ、商業、観光など様々な分野の交流を

続けており、台南市から紹介された台湾大手百貨店「遠
えんとうひゃっか

東百貨」

の台南店にて、りんごの販売促進キャンペーンを実施してきま

した。昨年１１月から約３か月にわたり、遠東百貨系列の百貨

店１１店舗と高級スーパー７店舗の合計１８店舗で、「日本青森

県弘前市文化物産フェア」を開催し、りんごを中心とした物産

品販売と観光ＰＲを行いました。葛西市長は１１月１５日から

１７日に訪問し、台南市政府への表敬訪問や４店舗のオープニ

ングセレモニーへ出席して弘前を強力にＰＲしました。そのほ

か、約２ｍのミニねぷた運行や、たか丸くんによるダンスを披

露したところ、多くのメディアに弘前のりんごや物産品、ねぷ

たなどが取り上げられました。市では今年度も、関係機関などと

連携し、りんごの輸出拡大に向けた取り組みを続けていきます。



　２月２０日、市農業委員会では、今後

の農業経営の安定及び発展のため、平成

３１年から始まる「収入保険制度」につ

いての農業者研修会を岩木文化センター

「あそべーる」で開催し、農業委員・農地利用最適化推進委員や一般の農業

者ら約６０人が参加しました。

　研修会では、ひろさき広域農業共済組合の成田

裕一第２事業推進部長から、収入保険制度につい

て青色申告を行っている農業者が加入対象となる

ことや、積立金の負担額・保障内容など保険の仕

組みと補てんのイメージなどを説明し、参加者は

関心をもって学んでいました。

制度について説明を

する成田部長

農業経営士・青年農業士紹介

農 業 ひ ろ さ き（２） ２０１８年（平成３０年）４月１日第１４６号

三上隆基
（五 所）

農業経営士

成田祐介
（紙漉沢）

青年農業士

　平成２９年度に県から、農業経営士・青年農

業士に認定された本市の農業者を紹介します。

　地域農業の推進役として、今後一層の活躍

が期待されます。

　今回の認定者を含め、本市の農業経営士は

１４人、青年農業士は２２人となります。

　市は「ＡＩ（農業情報科学）がつなぐりんご

産業の未来」をテーマに、２月３日、市内

ホテルにおいて弘前りんご産業イノベーシ

ョンセミナーを開催し、関係者約１６０人が参加しました。

　現在、弘前市では農業の「勘」と言われていた熟練の技を

「見える化」することで、農業技術の継承が従来よりも短期

間になることが見込まれるＡＩ（農業情報科学）農業に取り

組んでいます。弘前市の農業の現状と課題を市内全体で共有

するとともに、基幹産業であるりんご産業を維持・発展させ

ていくため開催されたもので、ＡＩ農業の提唱者であり、政

府のＩＴ政策にも携わる神成淳司氏（慶應義塾大学環境情報

学部准教授）などを講師に招きました。

　「ＡＩ(農業情報科学)を活用した剪定技術の

継承」と題した講演では、先行してＡＩ農業に

取り組んでいる静岡県の事例などを紹介しなが

ら、弘前市と共に取り組んでいる事業の進捗状

況や、りんご産業への応用についてお話いただ

きました。また、成田拓未氏（弘前大学農学生命科学部准教

授）からは､果樹栽培における省力化に向けた作業用機械の自

動化・ロボット化と機械化樹形の現状と課題について、和田

智之氏（国立研究開発法人理化学研究所光量子技術基盤開発

グループグループリーダー）からは、りんごの機能性成分の

計測などについて講演いただきました。

　りんご産業の課題は多岐に渡りますが、参加者は直面する

課題に対する危機意識と、市の取り組みの進捗状況について

情報共有しました。

①第３１期りんご産業基幹青年

◆研修内容　栽培技術・流通・経営・教養など

◆研修期間　平成３０年７月～　【２年間】

◆募集人員　２４人（性別は問いません）

◆応募資格　２０歳から３５歳のりんご栽培に従事している

方で、将来とも自立経営を目指す方及び全日程出席できる

方。

　※県外・海外研修などには自己負担を伴います。

②りんご病害虫マスター

◆研修内容　りんご病害虫の発生予察から防除までの基礎知

識及び応用技術など

◆研修期間　平成３０年６月～平成３１年３月

◆募集人員　１５人（性別は問いません）

◆応募資格　おおむね３０歳から４５歳のりんご栽培に従事

している方で、将来とも自立経営を目指す方及び全日程出

席できる方。

　※県外研修などには自己負担を伴います。

収入保険制度を学ぶ

養成事業の研修生募集のお知らせ

《農業者研修会》

弘前りんご産業　　　　　　
イノベーションセミナー開催

③第８期りんご剪定士

◆研修内容　整枝剪定の発達史や果樹生理、剪定の理論及び

実技など

◆研修期間　平成３０年７月～　【３年間】

◆募集人員　１０人（性別は問いません）

◆応募資格　おおむね３５歳から４５歳までの、りんご栽培

経験１０年以上のりんご農家で、将来とも自立経営を目指

す方及び全日程出席できる方。

　※県外研修などには自己負担を伴います。

●申込みについて　青森県りんご協会地区支会長にご相談の

　　うえ、地区支会長の推薦をもって申し込みとなります。

●申込締切　①②③ともに５月１日（火）

　※１．応募多数の場合は選考となります。

　※２．りんご共済に加入していることが、応募の必須要件と

なります。りんご共済に加入していることが分かるも

の（領収証または加入証明書）を提出してください。

　　　なお、①と③については、研修期間中毎年のりんご

共済加入が要件となりますのでご注意ください。

■問い合わせ・申込先　りんご課生産振興係（市役所前川本

　　　　　　　　　　　館３階）☎４０－７１０５

市では、次のとおり養成事業の研修生を募集します。

興味のある方はご連絡ください。
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　平成２９年の中南管内で把握された農作業事故は６件で、すべてりんご園での作業中に発生しています。

　農機具別では、スピードスプレーヤ２件、脚立・高所作業台車２件、その他２件となっています。

　農作業が本格化する春は、農作業事故が起こりやすくなります。どんなに忙しくても、

「焦らず、急がず、慎重に！」を心がけ、安全に作業しましょう。

■問い合わせ先　中南地域県民局地域農林水産部農業普及振興室　☎３３－２９０３

脚
立
を
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農 業 ひ ろ さ き （３）第１４６号２０１８年（平成３０年）４月１日

　市では、耕作放棄地対策として、次の補助事業を独自に実施し

ます。耕作放棄地の発生防止、再生にご活用ください。
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　市では、市内在住のりんご

農家が人手不足解消のため、新規に作業員を雇用した場合

に、その研修期間に要する賃金に対して補助事業を実施し

ます。所定の書類が必要ですので、活用をお考えの方はご

連絡ください。

◆条件

・新規作業員は７０歳以下であること。

・無料職業紹介所（ハローワークなど）を通して雇用する

こと。

・青森県最低賃金額を下回らないこと。

　　（４月１日現在、１時間あたり７３８円。毎年１０月

頃に改正されますので、ご留意ください。）

※これまでにこの事業を活用して雇用した作業員は対象

になりません。

◆補助対象経費

　摘果・袋掛け・袋はぎ・葉取り玉回し・収穫の５作業に

ついて、各５日間の研修期間中の賃金。交通費を除く。

◆補助金額

　２分の１以内（上限は３，０００円／日）

◆雇用終了後に用意するもの

領収書（押印のあるもの）、紹介状、通帳、印鑑

※所定の書類に作業月日などを記入していただきます。

※作業員の生年月日と住所を確認してください。

※作業員の住所が市外の場合は、運転免許証または健康

保険証などの写しも必要です。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

◎りんご農家の方へ

　無料職業紹介所に求人登録をしてください。

◎りんご農家で働いてみたい方へ

　無料職業紹介所に求職者登録をしてください。

※雇用を開始する前に無料職業紹介所への登録

　をしていても、紹介所を通さず直接雇用した場合は補

　助の対象になりません。

①農の雇用継続支援事業費補助金

　◆事業内容　国の｢農の雇用事業｣の期間満了後も引き続き就農者

を雇用した場合に、その賃金の一部を補助する。

　◆対象事業者　市内に事務所を置く農地所有適格法人、または市

内に住所を有する農業者。

　◆補助金交付単価　５万円／月

　◆留意事項　農の雇用事業の就農者とは、青森県農業会議へ申請

をした農業法人等就業実践研修、または技術・経営継承実践研

修を修了した者とする。

②りんご農作業受託支援奨励金

　◆事業内容　りんご園地の経営者が病気やケガなどの理由で農作

業が困難となった場合に、農業委員または農地利用最適化推進

委員の仲介により、農作業を受託した方に奨励金を交付する。

　◆対象事業者　原則として、市内に事務所を置く農地所有適格法

人、または市内に住所を有する農業者。

　◆対象作業・交付単価・上限回数

　（１）草刈作業…１，０００円／１０㌃×５回

　（２）防除作業…１，０００円／１０㌃×１０回

　（３）剪定作業…２，０００円／１０㌃×１回（１式）

　◆留意事項　申請には、作業の実施が確認できる写真などの添付

が必要です。

③（新）耕作放棄地再生促進事業費補助金

　◆事業内容　農業者や農業者組織などの担い手が行う耕作放棄地

の再生利用活動（再生作業、土壌改良、営農定着）に要する経

費を補助する。

　◆対象事業者　原則として、市内に住所を有する農業者、または

農業者などが組織する団体など。

　◆補助金交付単価　定額（再生作業２５，０００円／１０㌃、土壌

改良及び営農定着１２，５００円／１０㌃）

　◆留意事項　本事業の活用を検討される場合は、耕作放棄地の再

生前にご相談ください。

（スマイルアップ・ルモデル事業）

耕作放棄地対策事業について

～農作業は、焦らず、急がず、慎重に！～

農作業支援雇用対策事業

■問い合わせ先　農業政策課計画推進係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－０６５６

「春の農作業安全運動」（４月１日～５月３１日）実施中！！

・作業に出かけるときは、家族に場所と内容を伝える。

・長時間の連続作業を避けて、必ず作業の合間に充分な休憩を取る。

・ほ場への出入りや傾斜地では、周りの状況をよく確認して転落・転倒に注意する。

・脚立などを使用する時は、安定した場所に設置し、体の安定を保って作業を行う。

・機械の調整・点検、詰まり除去時はエンジンを停止する。また、服装を整え、機械

　に巻き込まれないように注意する。



　農薬散布時には、周辺の他作物や、一般住宅、学校などに

飛散しないよう、風の向きや強さ、散布の時間帯に細心の注

意を払いましょう。また、近くの住民や農家へ、散布日時、

使用する農薬などについて、時間的余裕をもって、立看板や

直接連絡による十分な周知を行いましょう。

　近隣に、学校・通学路がある場合は、学校や

保護者などにも連絡しましょう。

　防除暦に定められた散布時期、回数、薬剤の

種類や使用方法などをしっかり守りましょう。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係（市役所前川本館３階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

農 業 ひ ろ さ き（４） 第１４６号 ２０１８年（平成３０年）４月１日

■取扱窓口及び問い合わせ先

①農業委員会農地係（市役所前川本館３階）☎４０−７１０４　　　　　

②農業委員会岩木分室（岩木庁舎１階）☎８２−３１１１内線６１１

③農業委員会相馬分室（相馬庁舎１階）☎８４−２１１１内線８０５

農地流動化情報
申出
区分

整理
番号

農地の所在
現況
地目

利用
状況

面積 希望価格 備考

売り
たい

795
百沢字旦の越

３０−１
田 休耕 43.57a 交渉次第 貸借も可

796
町田字筒井

９８−１６
畑 果樹 0.73a

１０a当たり
５５万円

799
水木在家字岩浪沢

１１０−２７７
畑 休耕 1.17a 無償

802
原ケ平字山中
３６９−１外１筆

畑 休耕 5.98a 交渉次第
貸借も可
総額　　
１０，０００円

貸し
たい

791
常盤野字上黒沢

８４−１
田 休耕 95.52a

１０a当たり
５，０００円

792 十面沢字轡４１８ 畑 休耕 563.56a 交渉次第

794
百沢字山田

５０−１４
畑 休耕 113.76a

１０a当たり
３，０００円〜
５，０００円

797
新里字西里見

１４９外１筆
田 休耕 21.81a 無償

800 国吉字村元１０１ 田 休耕 1.10a
１０a当たり
米１俵

801
国吉字村元
３１２−１外２筆

田 休耕 32.61a
１０a当たり
米１俵

このほかの情報もありますのでお問い合わせください。

春は空気が乾燥し、山火事が発生しやすい季節です。
　山火事の原因は、たき火やたばこの不始末によるものが多く、

私たちの注意で防ぐことができます。

《《火を取り扱うときには、次のことを守るようにしてください》》

　①枯葉などがある火災の起きやすい場所では、たき火をしない。

　②強風・乾燥注意報などが発令されているときは、火気の使用

　　を控える。

　③たばこの火は確実に消し、吸い殻の投げ捨てをしない。

山 火 事 に 注 意 !

平成３０年度農地賃借料情報

りんご園の農薬使用について

■問い合わせ先　農業委員会農地係（市役所前川本館３階）
　　　　　　　　☎４０－７１０４

　農地の賃貸借契約を締結する場合の目安にしてもらう
ため、農業委員会では、平成２９年１月から平成２９年１２
月までの賃貸借契約における市内の水田や樹園地などの
賃借料を集計した参考賃借料情報を提供します。
　農地の賃借料を決める際にご活用ください。

１　田（水稲）、樹園地の部

参　考　地　区 区　分
実績面積

すべての賃貸借 参　　考
（２９年度賃借料
平均額）　（円）

件　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）

最低額〜最高額
　　　　　（円）（㌃）

水稲複合型地区
（和徳・豊田・堀越・藤代・大浦）

田（水稲） 5,934 126 55 11,000 4,800〜18,200 12,000
樹園地 − − − − − 10,100

果樹主作型地区
（清水・東目屋・船沢・裾野・岩木・相馬）

田（水稲） 1,590 27 18 11,900 5,000〜19,600 9,100
樹園地 2,233 31 − 7,200 1,700〜10,300 7,600

果樹複合型Ⅰ地区
（高杉・新和）

田（水稲） 2,504 46 41 15,100 5,000〜21,800 12,800
樹園地 256 6 − 8,700 5,000〜10,000 9,200

果樹複合型Ⅱ地区
（弘前・千年・石川・駒越）

田（水稲） 1,838 42 12 10,500 5,000〜15,000 10,600
樹園地 306 7 1 8,800 3,000〜16,800 8,300

弘前市全域の合計及び平均
田（水稲） 11,866 241 126 11,800 11,200
樹園地 2,795 44 1 7,600 8,000

２　畑（普通野菜・花き等）の部

参　考　地　区
実績面積

すべての賃貸借 参　　考
（２９年度賃借料
平均額）　（円）

件　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）

最低額〜最高額
　　　　　（円）（㌃）

弘前市全域 2,621 23 − 6,300 1,000〜11,800 4,600

※上記の表は、平成２９年１月から１２月までの１年間に結ばれた賃貸借契約について集計を行い、参考賃借料として示したものです。
※平均額には、金銭以外で賃借料を支払ったものも金額換算して算入しています。※各金額欄は、１００円未満を四捨五入しています。
※金銭以外での支払いは、田が米で、樹園地はりんごが主なものとなっています。
※水稲複合型地区の樹園地は、集計の対象となる賃貸借契約がありませんでしたので、近隣地区または市内全域を参考にしてください。


